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Katsumasa　URUNO

　　Author　summarizes　the　trends　in　infant　feeding　by　breast　and　bottle　in　Japan．

Frequency　of　breast　feeding　of　infants　before　the　last　war　was　very　high（approximately

90－95per　cent）and　the　frequency　of　artificial　feeding　was　under　10　per　cenし　But

after　then，　the　frequency　of　breast　feeding　decreased　to　50－60　per　cent　and　that　of

，articial　feeding　increased　to　20　per　cent　until　1955．　　　　噂

　　Since　1956　a　further　decrease　of　breast　feeding　and　increase　of　artificial　feeding

上ave　occurred。　The　frequency　of　artificial　feeding　increased　to　30　per　cent　in　1965

and　to　50－60　per　cent　in　1970　especially　in　big　cities．　These　trends　in　infant　feeding

are　most　importarlt　problem　of　infant　nutrition　in　Japan・

　　　　　　　　　　　　　　　　A．ま　え　が　き

　最近乳児の栄養法が以前と非常に違ってきて，母乳栄養が著しく減って，人工栄養が非常に多く

なってきた。元来ならばひとの乳児は人乳すなわち母乳で養われることが，もっとも自然的なこと

と思われるのであるが，いろいろな理由で，人工栄養が増加してきているわけである。それで日本

ではいつ頃から，どの程度に人工栄養が増加して来たかについて回顧してみることも今後の乳児の

栄養を考えていく上に必要なことと思われる。

　　　　　　　　　　　　　　　B．乳児の栄養法の定義

　乳児の栄養法をきめる場合に，いかなる場合を母乳栄養とし，いかなる場合を人工栄養とするか

tについて，一定の定義をきめておく必要がある。これは乳児集団の栄養方法の調査の場合に基本と

二なる点である。いままでにいろいろな数多くの調査が行われてきたが，この定義をはっきりきめて

おかなかったために，その成績と他のものと比較するのに正しい結論を出すことが困難であったこ

．とが少なくなかった。

　すなわち出生後一滴も人工乳を与えられず，母乳のみで過してきたのならぽ，これは母乳栄養児

とすることに誰もちゅうちょしないことであろう。そして反対に生後一滴も母乳を与えられず，人

1工乳のみで過してきたものは人工栄養児とするということも同様であろう。しかし生後数日間のみ

人工乳を与えられたとか，生後3週間だけは母乳であったというような乳児となると，これらを母

浮L栄養児とするか，人工栄養児とするか，または混合栄養児とするかについては，個々の学者の見

；解によるわけであり，その個人的見解をもとにした母乳栄養率や人工栄養率では，ほかの成績と比
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較するわけにはいかなくなるのである。

　いままでの多くの乳児栄養に関する報告では，大部分がこの点に無関心であり，ほとんどが調査

日現在の栄養法あるいは最近のだいたいの栄養法をとって分類されているのである。しかし現在の

栄養法による分類では，たとえば極端な場合は一昨日まで母乳が与えられていたのに，昨日から全

部人工乳になったという乳児も人工栄養に分類されることもあり，果して当を得ているかどうかの

疑問が残るわけである。

　東京都衛生局では昭和43年と45年に乳幼児の健康調査を行ったが，この時の乳児の栄養法を二通

りに定義して，二通りの統計を出した。すなわち調査当日の栄養法（現在栄養法）と，過去にさか

のぼった綜合判定による栄養法の2分類である。綜合判定には生後6か月以上の乳児について，過

去における生後10日以後には全く母乳栄養のみか，人工栄養のみかを調査し，その他の場合はすべ

て混合栄養として，母乳栄養児，人工栄養児，混合栄養児と判定したのである。その結果による

と，母乳栄養率ではあまり相違はないが，所謂純人工栄養児は生後6か月の時点において，現在栄

養法による人工栄養率の約半数となる。そして混合栄養率が2倍近くになる（表1）

　このように乳児の栄養法の分類はその定義　　　表1．東京都乳児の栄養法率（％）

の仕方によって非常にその率が違？てくるの

で，いろいろな調査成績を比較する場合は十

分な注意を要するものと思われる。

　ちなみにいままでに行われた，そして定義

を一定に示した調査と，その定義内容を列挙

してみると次のようになる。

　東京都乳児死因調査　　昭和32年：東京都

衛生局1）　母乳栄養とは生後5か月まで全く

轍1栄難の分類睡L眸司人工
昭和

43

45

6か月児の現在栄養
6か月児以上の綜合判定

6か月児の現在栄養
6か月児の綜合判定
6か月児以上の綜合判定

25．9

28．4

20。0

17．5

24．5

10．5

40．9

28．2

51．7

44．4

63．6

30．7

51．8

30．8

31．　2

東京都衛生局

母乳だけで育ったもの，人工栄養とは生後2か月以内に全く人工栄養となり，かつ調査時までに2

’か月以上全く人工栄養であるもの。

　東京都・大阪市乳児死因調査　　昭和42年：内藤寿七郎・）　生後10日間は除いて，その後につき

5か月までの栄養法による。　’

　東京都乳幼児発育調査　　昭和43年・45年：東京都衛生局　　現在栄養法および綜合判定，綜合

判定による栄養法は母乳栄養とは生後10日以後，生後5か月まで母乳栄養のみのもの，人工栄養と

は生後5か月まで人工栄養のみのもので，その他はすべて混合栄養とする。

　昭和35年度全国乳幼児発育調査　　厚生省　　満1か月頃から人工であったものは人工栄養と

し，母乳のみであったものを母乳栄養とし，その他はすべて混合栄養とする。

　昭和45年度全国乳幼児発育調査　　厚生省　　離乳開始前のもののみについて，現在の栄養法を

とる。母乳栄養とは母乳のみのものであるが，まれに外出などの時に人工乳を与えるときも含め

るo

C．年代別乳児栄養法の変遷

　前述のように乳児の栄養法はその定義の仕方によって，かなり様子が違ってくるが，できるだけ

条件のそろった報告をもとにして，明治時代からの，その移り変わりの様子を6つの年代に分けて

たどってみたいと思う。

　a　明治時代の乳児栄養法
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　明治時代に人工栄養が行われていたことはもちろんたしかで，用いられていた乳汁や乳製品につ

いても牛乳やコンデンスミルクなどが記録に残っている。しかしどのくらいの乳児が人工栄養をさ

れていたかは明らかではない。想像するに人工栄養さらに混合栄養児はあったとしても非常に少な

かったであろう。京都大学の平井郁太郎教授3）は明治38年に「廃乳についての統計的観察」と題し

て小児科の雑誌に報告しているが，それは次のようなものである。廃乳というのは母乳を失ったと

いう意味であるが，経験例198名についてである。そのうち乳母を得たのが29名あり，全人工栄養

が74名，あとの95名が混合栄養であった。その人工栄養は牛乳のみが57名，コンデンスミルクが12

名，練粉が4名，米煎が1名というものであった。とにかく小児科の大学教授がまとめて報告して

いるくらいに当時は人工・混合栄養児は珍らしかったものと思われる。

　b　大正時代の乳児栄養法

　大正時代に入ってからは乳児栄養に関して2～3の報告がみられる。田中らは大正9年に福岡市

赤ん坊会の成績を発i表しているが，1年までの乳児226名中混合栄養児3名，人工栄養児は1名だ

けであったということで人工栄養児は非常にまれであった。

　c　昭和第1期の乳児栄養法（昭和2～15年頃）

　昭和の初期すなわち先次の大戦の開始の頃までの時代に人工栄養児がどのくらいあったかについ

ては次のような報告がみられる。東京の黒須4）は昭和3年頃ある幼稚園児で調査して6～8か月で

8～10％の人工栄養児率があったと述べているが，緒方らも深川区の乳幼児健康相談所来所児で，

やはり同様の率をあげている。しかし興味深いことには昭和3年に黒須4）が学習院初等科（1～5

学年）について，乳児時代の栄養法をさかのぼって調査したところ，216名中105名が人工栄養で

あったという点である。当時すなわち大正の末期においてさえ，学習院階級の家庭では48．6％に及

ぶ多くの人工栄養児があったということは驚くべきことである。

　東京以外の地方の都市においても人工栄養児は大阪市・堺市（高石による），広島市　（宇留野に

よる），久留米（木村による）などの報告によるとおおむね10％以内であった。そして母乳栄養率

は80～90％あったのである。

　d　昭和第H期（昭和16～24年，大戦中および直後期）

　昭和16年に先次の大戦が起ってから，国全体の食糧事情そして母の栄養も不足勝ちとなったた

め，母乳の分泌も変化したであろうことは容易に考えられる点である。それに伴って混合栄養児や

人工栄養児も増加したのではなかったろうかと考えられるのであるが，それはどうであったろう

か。

　東京では三原によって京橋地区の乳児の保健館来所児の人工・混合栄養率が報告されている。こ

れによると昭和15～17年には60％近くあった母乳率が，18～19年には50％前後に減少し，その代り

に混合栄養児や人工栄養児が増加しているのである。しかし三宅による長岡市や京都市の乳児では

終戦時さらに終戦後しぼらくの間ほとんど変らず，母乳児は80％以上つづき，混合栄養児は20％以

下で，人工栄養児は1～2％にすぎなかった。

　e　昭和第HI期（昭和25～33年）

　終戦後しぽらくの間は戦時中からの食糧不足によって，全国民そして乳児も栄養不足時代がつづ

いたものである。しかしその後次第に全国的に食糧事情もよくなり，ようやく乳児の栄養として，

牛乳や粉乳も出回ってきたのである。しかしこの時代の粉乳は全粉乳や単に糖類を加えた調製粉乳

にすぎず，現在のような母乳化の進んだ優れたものではなかったのである。

　都市の人工栄養率については東京都衛生局の報告がみられる。すなわち東京都の保健所を中心と
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した集団検診時の栄養率である。これによると昭和28年までは母乳栄養は70％台で，人工栄養は10

％未満であったが，29年以後は母乳栄養率は60％台，32年以後は50％台となり，それに伴い混合栄

養率も人工栄養率も増加してきている。そして33年には人工栄養率は20％に近づいている。

　地方都市においては，それほどではないが，かなりそれに近いものがあり，山下によると福岡市

においては33年に16％の人工栄養率を示している。しかしそれ以外の中小都市や郡部では母乳栄養

率はおおむね70％台を示し，人工栄養率は10％未満であった。

　f　昭和第IV期の乳児栄養法（昭和34年以後）

　昭和34年は厚生省において特殊調製粉乳の規格をきめた年である。すなわち高度に母乳化された

粉乳が市販されはじめ，そして各メーカーが競って粉乳の宜伝をはじめたのである。乳児の栄養が

それによって，大きく影響されたであろうことは否めないと思われる。

　足立5）は静岡市の小笠郡の乳児について調査して，昭和22～23年代には80％あった母乳率が35年

以後は30％以下に減少したことを報告している。このような郡部においてさえ，急激に人工栄養児

が増加してきていることは注目に値することであり，それが特殊調製粉乳の市販と関係がないとは

断言できない状態である。

　全国的の資料としては厚生省における全国保健所運営報告における乳児栄養法率がある。これに

よると4か．月未満児の栄養法は37年まで母乳が50％台，人工栄養が20％未満であった。しかし大都

市においては34年以降においては次第に人工栄養児が増加しはじめ，大阪をはじめ中小市部では20

％を越し，昭和30年代の末には30％を越したところさえもあった（古川による徳島県市部の37％）。

とくに東京の一部の報告（宮崎による愛育病院の報告）では34年にすでに6か月児の約60％が人工

栄養児であったということで，まことに驚くべきことであった。しかし郡部ではまだ母乳がかなり

の程度に保たれていて，人工栄養児は30年代で10％未満のところもみられた（若生による岩手県農

村）。

　しかしこのような母乳そう失と人工栄養の増加は昭和40年代に入ってからは益々，そして急激に

増加して，郡部においてさえも，人工栄養率の20％以下の報告はなくなり，前述の岩手県の郡部の

報告でさえも，人工栄養率が30％近くなっているのである（43年・若生による）。

表2．大正時代の乳児栄養法（率％，以下同様）

年次1報告者1資 料 適 要1母乳1飴1人工1交 献

大正gl田中利副關鯨繍赤ん坊会1 lg7・sl・・31・・gi7・328号

13・14 生地　　憲、 大阪市・赤ん坊会 1～4か月

5～8か月

91．8

82．3

7．4

15．8

O．7

1．9

ア．329号

表3．昭和第1期の乳児栄養法

年次隊告者1資 料 適 要1母孚q酬人工1文 献

昭和2 高石　信一 学童 堺　市 男
女

大阪市 男
女

81．1

83．0

76．0

79．0

11．2

8．3

12．2

11．2

7．7

8．7

11．8

9．8

児童研究，

30－P103
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年次陣告者1資 料 適 要瞬q混司人工1文 献

2～6

10

4
5
7
9
0
1
2
3
4
5
6

　
　
　
　
噌
⊥
－
⊥
－
占
－
占
－
占
－
占
－
占

宇留野勝弥

宇留野勝弥

木村律郎

広島市・赤ん坊会

山形県・2か月～4才

久留米地方・赤ん坊会

4～8か月乳児

0～6か月

6～12か月

市
町
町
村
村

形
鋤
内
田
羽

山
上
宮
豊
出

90．5

88．5

87．7

89．1

87．2

77．7

92．3

95．5

95。1

91．0

92．4

93．6

88．7

91．2

87．9

93．5

92．6

85．0

7．0

8。6

10．3

9．0

8．7

21．0

5．2

2．4

2．9

2．0

1．9

4．1

1．3

2．5

4．5

4．9

9．0

7．6

6．4

11．3

8．8

12．1

6．5

7．4

15．0

イ．9年1～6月

ア．439号

第14回日本聯合衛

生学会　昭和17年

3月

・・晦劇棘・月島・全乳児16か月までの方法1　7…122・gl　2・・障科Pt・…　2－4

2
3
4
5
6
7
8

ー
ム
噌
⊥
－
占
ー
ム
ー
占
－
占
－
占

・41藤劇鯨・京橋・全乳児

　　　　　　　東京・月島・全乳児　　三原　　清

6か月までの方法177・sl・9・・13・・1ウ…一・

　　　　　　　　　　　　　　　　ウ．12－26か月までの方法 79．5

78．2

74．7

77．0

70．0

65．9

47．8

17．9

18．5

20．7

19．3

23．8

28．2

47．8

2．6

3．3

4．6

3．7

6．1

5．9

4．3

表4．昭和第H期の乳児栄養法

年次1幸賠者 1資　　料1 適　要1母乳1混合［人工i文　献
5
　
6
　
7
　
8
　
9
噌
⊥
　
－
占
　
－
占
　
ー
ム
　
噌
⊥

三原　　清 東京・京橋保健館健相 57．7

U3．2

T7．9

T2．1

S7．2

36．5

R1．2

R6．9

S0．6

S4．8

5．7

T．6

T．1

V．3

V．9

ウ．12－2

・51合屋長英1福岡・赤ん坊会 1　　　【8ggl ＆71L4iエ・25－4

一
b
　
ハ
り
ー
」
　
－
↓

中江亮一 名古屋・赤ん坊会 6か月までの方法 80．8

W2．4

14．5

P5．4

4．7

Q．2

オ．7－11
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年次1報告司資 料 適 要瞬嘔司人工1文 献

5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2

三宅　　廉 長岡市・赤ん坊会

京都市・赤ん坊会

80．8

83．3

81．1

83．5

78．2

78．6

76．2

81．3

81．2

87．0

16．3

12．4

16．　6

16．1

20．0

19．7

20．0

17．1

17．2

14．8
86。・112．5

2．8

42
2．1

0．3

1．7

1．5

2．　9

1．3

1．4

1．2

1．4

カ．3－3

表5．昭和第皿期の乳児栄養法

年列報告司資 料 適 要1母乳1混司人工1交 献

昭和25

　26
　27
　28
　29
　30
　31
　32
　33

5
7
8
9
0
3
6

2
2
2
2
3
3
3

7
ワ
臼2
3
8
9
0
1
2
3

9
一
2
Q
」
3
Q
U
3

28～31

　32
　34

目黒　勝郎

合屋長英

石原幸男

平島裕正

堀田正之

東京都・乳児検診

福岡市・赤ん坊会

徳島県・赤ん坊会

高知県伊野町赤ん坊会

現在の栄養法 70．8

74．8

72．9

71．0

66．8

62．4

60．3

57．1

53．3

78．8

79．8

70．0

64．7

59．1

53．0

41．5

73．8

65．6

67．2

76．0

77．0

63．8

60．3

55．8

21．8

17．8

18．8

21．5

20．6

23．9

24．2

26．6

27．0

14．4

13．4

20．7

21．1

29．3

27．9

28．0

22．4

27．6

28．2

18．0

20．7

31．3

32．1

34．9

7．3

7．4

8．3

7．5

12．7

13．7

15。5

16．3

19．7

6．8

6．8

9．3

142
11．6

9．1

30．5

3．8

6．8

4．6

6．0

2．3

4．9

7．6

9．3

米子地方・検診 16・i2716
米子・赤ん坊会 7

．
Q
U

『
0
ド
0

Q
ゾ
2

9
臼
3

4
5

奄
⊥
－

ウ．19－2

エ．25－4

ウ．18－1

エ．23－4

ウ．19－2
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年次悔告剖資 料 適 要1劇酬人工「文 献

3・睡マサ睡鵬県・赤ん坊会 i79・21…gl4・giウ・・6－3

32

2
只
）

n
j
Q
U33

9
0
1
2
3
4
5
7

2
3
3
3
3
3
3
3

和泉　成之

吉田　　久

山下　文雄

厚　生　省

長崎・赤ん坊会

長野県・赤ん坊会

6～18か月

福岡市・赤ん坊会

保健所運営報告・集団

検診

市
町
村

71．4

80．9

80．9

68，7

52．2

6か月

7～12か月

1　ss．　6

1S・・7

7か月未満

4か月未満

66．3

55．6

69．5

65．4

62．9

62．3

58．3

51．0

22．1

14．3

16．1

23．3

34．9

25．5

27．3

25．9

33．9

23．7

25．7

27．1

27．5

29．7

31．6

6．5

4．8

3．O’

8．0

12．9

15．9

21．0

7，9

10．5

6．8

8．9

10．0

10．2

12．0

17．4

ウ．17－4

ウ．21－3

ウ．18－1

厚生省報告書

表6．昭和第IV期の乳児栄養法

年次1酷司資 料 適 要i母判胎｝人工1文 献

昭和34

42～43

34～35

39～40

に
」
1

0
」
4

37～38

39

9
臼
り
0

4
4
ハ
43

43

宮崎　　叶

若生　　宏

吉原　重郎

古川　一郎

内藤寿七郎

森田　　清

東　京　都

衛　生　局

若生　　宏

愛育病院健相6か月児

岩手県・農村

今市・乳検

徳島県・

5か月までの方法

全国保健所調査

東京・日赤産院出生児

43年度都乳幼児発育調

査

岩手県14保健所管内

市部

郡部

1か月児

4か月児

4か月児

5か月児

6か月児

3～6か月

6～9か月

22．1

9．3

73．1

67．5

68．0

52．0

35．0

36．6

0
8

6
」
4
19．6

27。9

28．5

27．6

25．9

46．1

47．2

18．2

10．3

20．1

24．9

20．0

23．6

28．0

40．2

Q
V
噌
1

9
臼
り
0

27．5

21．4

20．4

19．2

10．5

26．2

24．3

59．7

80．4

6．2

7．6

12．　0

24．4

37．0

23．2

－
⊥
－
↓

噌
⊥
n
∠

52．9

50．7

51．1

53．2

63．6

27，7

28．5

エ．34－6

ウ．19－4

ウ．25－3

ウ．22－6

ウ．22－1

ウ．26－5

東京都衛生局報告

書

ウ．28－6
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年次1報告劃資 料 適 要1母乳1混司人工1文 献

45

45

東　京　都

衛　生　局

厚生省

45年度都乳幼児発育調

査

45年度全国乳幼児発育

調査

4か月児

5か月児

6か月児

3～4か月

4～5か月

22．1

21．4

20．0

31，0

27．8

28．8

27．0

28．2

28．1

24．2

49．2

51．6

51．8

40．9

48．0

東京都衛生局報告

書

厚生省報告書

・s　1石田文太i細肺 17か朋 1・釧1agl7…1ウ・3・－3

・S　1飯尾新1松山保健所2市3町14か月児 1　29・　9　1　2S・　6　1　44，，　s　1ウ・3・－6

46－47瞬野勝正1棘・池袋保健所i3－4か朋1・a813a714951覆醒禦糾児

註：文献　ア…児科雑誌

　　　　工…小児科診療

イ…臨床小児科雑誌

オ…児科診療

ウ…小児保健研究

カ…小児科臨床

　そして大都市では昭和42～43年では50％以上のものが人工栄養になってしまったのである（東京

都衛生局および森田の報告）。全国的には45年度の厚生省の調査によると，4～5か月児で48％が

人工栄養児であり，石田によれば小田原市では70％が人工栄養であったという驚くべき状態となっ

ているのである。

D．ま と め

　明治時代から現在までの日本における乳児の栄養法の趨勢を6期の年代に分けて文献的に考察し

てみたのであるが，その原因はともかくとして，昭和34～35年以後は非常に急激に人工栄養児が増

加してきたのである。

　明治・大正時代，さらに昭和の初期から終戦直後期まではわずか数パーセソトに過ぎなかった人

工栄養児が，昭和29～33年頃には10％台となり，34年以後は急激に増加して，とくに大都市では20

％を越し，30年代の末には30％を越すようになった。昭和40年代に入ってからは益々増加し，大都

市では42～43年には50％以上にもなってしまったのである。

　この傾向は現在では都市のみならず，郡部においてもみられるようになって，個々の母親のみな

らず，社会的問題として反省してみる必要があるのではないかと思われる。
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